
介護保険料の徴収猶予及び減免申請に対する決定に関する審査基準

○東広島市介護保険条例
第9条　市長は、納付義務者等が次の各号のいずれかの事由に該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することが困難であると認める場合においては、保険料を減免する。
(1)　第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)　第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3)　第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休業若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)　第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5)　その他市長が必要と認める特別の事情があること。

3　第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

条例第9条第1項の規定による保険料の減免に係る事由、対象、割合その他の基準は、下表に掲げるとおりとする。

2　前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によって保険料を徴収する保険料の納付義務者にあっては納期限前7日までに、特別徴収対象被保険者にあっては特別徴収対象年金給付(法第135条
第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)の支払に係る月の前前月の15日までに減免を受けようとする理由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、これらの期限までに当該申請書を
提出できなかったことにつきやむを得ない理由があると市長が認めるときその他市長において特別の理由があると認めるときは、当該期限が経過した後においても当該申請書を提出することができる。

ただし、保険料の徴収を猶予することにより保険料を納付することができると認める場合は、保険料の減免は行わないで、条例第8条第1項の規定による保険料の徴収猶予を適用するものとする。
（東広島市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱第2条関係）


